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私立高等学校生徒等奨学給付金給付申請書の提出について（通知） 

このことについて、平成 30年度私立高等学校生徒等奨学給付金の給付手続き等を行いますので、下記

により提出書類を取りまとめのうえ、提出願います。 

記 

１ 給付対象者（平成 30年７月１日において、次のいずれにも該当する者） 

(１) 私立の高等学校等に在学する高校生等の保護者等であり、県内に住所を有する者 

(２) 給付金を申請する年度における保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が

非課税である者又は生活保護受給世帯である者 

 

２ 給付額（年額） 

世帯区分 
１人当たりの

給付額 

(１) 生活保護法第 36条の規定による生業扶助が支給されている世帯 52,600円 

保護者等全員の

道府県民税所得

割額及び市町村

民税所得割額が

非課税である世

帯（(１)の場合

を除く。） 

(２) 通信制以外の高等学校等に在学する高校生等((４)の

場合を除く。) 
89,000円 

(３) 通信制の高等学校等に在学する高校生等 38,100円 

(４) 当該世帯に扶養されている兄弟姉妹で２人目以降の通

信制以外の高等学校等に在学する高校生等及び高校生等

以外に 15歳（中学生を除く。）以上 23歳未満の扶養され

ている兄弟姉妹がいる通信制以外の高等学校等に在学す

る高校生等 

138,000円 

 

３ 提出書類 

(１) 私立高等学校生徒等奨学給付金給付申請書（様式第１号） 

(２) 保護者等の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が確認できる書類（課税証明書、非課

税証明書、道府県民税・市町村民税額決定通知書等） 

なお、高等学校等就学支援金の申請等により既に提出している場合は提出を省略できるものと

する。 

(３) 生業扶助が支給されていることが分かる生活保護受給証明書（生活保護受給世帯に限る） 

(４) 当該世帯に扶養されている兄弟姉妹の健康保険証等の写し（対象となる高校生等以外に 15 歳

（中学生を除く）以上 23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる場合に限る） 

    国民健康保険へ加入している世帯の場合は、扶養の事実の申立書（参考様式－３）を提出する。 

(５) 振込口座届（様式第５号）（通帳のコピーを添付すること） 

(６) 給付予定者一覧表（電子ファイル） 



 

４ 提出期限 

  生徒から学校への申請等の提出期限を概ね８月末とし、平成 30年９月７日（金）までに当課宛てに

提出願います。 

 

５ 給付決定及び給付金の支給について 

  給付金申請書等を受理後、県において順次給付決定及び保護者等への給付金の支給を行います。支

給時期は 11月を予定しています。 

 

６ 参考資料 

 ・ 私立高等学校生徒等奨学給付金給付要綱 

 ・ 私立高等学校生徒等奨学給付金の給付に関する事務処理について 

 ・ 平成 30年度 私立高等学校生徒等奨学給付金について（リーフレット） 

 ・ 参考（私立高等学校生徒等奨学給付金対象確認シート） 

 ・ 参考（世帯パターン図） 
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